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午後 ５時５３分 閉会 
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教育長 片倉敏明 

欠席委員 なし 

傍聴者 なし 

事務局職員氏名 

教育次長（学校教育担当） 千葉 一吉 

学校教育管理監 小野寺文晃 

参事兼教育総務課長 伊藤 隆敏 

学校教育課長 大柳  晃 

活き生き学校支援室長 菊  祐二郎 

参事兼生涯学習課長 佐々木 洋一 

  

書記 教育総務課 課長補佐 伊藤幸太郎 

議題 報告第 １号 一般事務報告について 

報告第 ２号 
専決処分の報告について（東和総合運動公園災害復旧工事

の工事請負契約変更に関する意見の聴取について） 

報告第 ３号 
専決処分の報告について（条例改正案に関する事件の議案

に係る意見の聴取について） 

議案第 １号 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定について 

議案第 ２号 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令の制定について 

議案第 ３号 
登米市育英資金貸付基金及び登米市浅野兄妹奨学資金貸付

基金管理運営規則の一部を改正する規則について 

議案第 ４号 
上杉奨学金貸付基金管理運営規則の一部を改正する規則に

ついて 

議案第 ５号 
登米市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則に

ついて 

議案第 ６号 登米市学校事務共同実施協議会設置要綱の制定について 

議案第 ７号 登米市学校事務支援室運営管理規程の制定について 

議案第 ８号 登米市結核対策委員会設置要綱を廃止する訓令について 

議案第 ９号 歴史学習資料館建設推進市民会議設置要綱の制定について 

議案第１０号 
旧迫町育英資金に係る奨学生であった者の奨学金の返還免

除の決定について 

議案第１１号 
平成２６年度登米市一般会計補正予算に対する意見聴取に

ついて 



 議案第１２号 
平成２７年度登米市一般会計予算に対する意見聴取につい

て 

会議結果 報告第 １号 承認 

報告第 ２号 承認 

報告第 ３号 承認 

議案第 １号 決定 

議案第 ２号 決定 

議案第 ３号 決定 

議案第 ４号 決定 

議案第 ５号 決定 

議案第 ６号 決定 

議案第 ７号 決定 

議案第 ８号 決定 

議案第 ９号 決定 

議案第１０号 決定 

議案第１１号 決定 

議案第１２号 決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

片倉教育長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

橘委員 

 

 

 

教育長 

 

 

開会（午後１時３０分） 

 教育委員会議の開会を宣言し、本日の議事日程に基づき会議を開く旨

を告げる。 

  

前回の会議録の承認を求めます。 

 

（１２月１９日開催の定例会議の会議録を説明） 

 

 

会議録の説明が終わりました。この内容について御異議ありません

か。 

 

 （「なし」の声あり） 

 

御異議がないものと認め、説明のとおり承認することとします。 

 

会議録署名委員の指名を行います。 

 

委員長から指名してよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

  

 御異議がないようですので、１番橘委員、３番大久保委員にお願いし

ます。 

 

日程第１、報告第２３号「一般事務報告について」を上程します。「教

育長の一般事務報告について」、教育長から報告をお願いします。 

 

（一般事務報告について、平成２６年１２月１９日から平成２７年１

月２５日までの会議・行事出席状況やその概要などについて、別紙資

料に基づき報告する） 

 

 教育長の一般事務報告が終わりました。この件について御質問あり

ませんか。 

  

１月８日に開催された教育民生常任委員会で、東和総合運動公園の災

害復旧工事の進捗状況の視察をされていますが、何か指摘などはありま

したか。 

 

この工事を進めている中で、工事の内容について、変更を伴うものが

何件かありました。例えば、野球場とか掘り起こしとところ水脈が出て

きたなど、改めて追加の対応工事が必要となったものです。このような



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

片倉教育長 

 

佐々木生涯

学習課長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

佐々木生涯

学習課長 

 

 

大久保委員 

 

佐々木生涯

学習課長 

追加工事などで、７千万円弱の工事請負変更契約が必要となったところ

です。 

教育民生常任委員会からは、もっと前の早い段階で報告などをすべき

ではなかったのかなどの指摘を受けたものです。 

教育委員会としまして、これまでの経緯や必要となった工事の内容な

どを説明し、了解を得たところです。工期の変更はございません。 

 

ほかに質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、報告第２３号「一般事務報告について」

は、報告のとおり承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第１、報告第２３号「一般事務報告

について」は、報告のとおり承認することとします。 

 

日程第２、報告第２４号「専決処分の報告について（東和総合運動公

園災害復旧工事の工事請負契約変更に関する意見の聴取について）」を

上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

説明の中でありました工事契約額の２割未満という法的根拠をもう

一度説明をお願いします。 

 

宮城県では平成２５年度から災害復旧工事に当たり、工事請負契約額

の２割以内の増減については、重大な変更に当たらず工事を進めること

ができることにしています。 

 

変更契約の中で、一番大きな対象工事は何ですか。 

 

ほとんどの追加工事の中に出てきておりますが、産業廃棄物の処分経

費が一番大きいものでした。 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉教育次

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺委員 

 

 

千葉教育次

長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

伊藤教育総

務課長ほか 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

もう少し説明させていただきますと、この工事は平成２５年１０月の

契約となっています。そして平成２６年２月議会で繰越が認められ、平

成２７年３月２０日までの工期となりました。 

地方自治法では、議会で議決を受けた契約は、１円でも変更が生じた

場合は、議会に諮らなければならないこととなっています。この部分に

ついて、宮城県の方針を準用したことが、結果的に事前着工ではないか、

また昨年の９月、１２月議会で、中間報告をすべきではなかったのかと

の指摘を受けたところです。このことにつきましては、反省をすべきこ

とと考えています。 

 

宮城県の方針で参考にしたものを、登米市で今後策定することとなる

のですか。 

 

副市長が議会答弁で、今後何らかの手立てをしたいとの答弁をさせて

いただきました。 

 

ほかに質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、報告第２号「専決処分の報告について（東

和総合運動公園災害復旧工事の工事請負契約変更に関する意見の聴取

について）」は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第２、報告第２号「専決処分の報告

について（東和総合運動公園災害復旧工事の工事請負契約変更に関す

る意見の聴取について）」は、原案のとおり承認することとします。 

 

日程第３、報告第３号「専決処分の報告について（条例改正案に関す

る事件の議案に係る意見の聴取について）」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

伊藤教育総務課長、佐々木生涯学習課長から説明 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

Ｂ＆Ｇプールの解体工事及び解体後の土地の所有権はどうなります



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木生涯

学習課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

片倉教育長 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

橘委員 

 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

か。 

 

２７年度に体制が整い次第、プールの解体工事を行う予定です。また

跡地の所有権は登米市となっています。 

 

ほかに質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、報告第３号「専決処分の報告について（条

例改正案に関する事件の議案に係る意見の聴取について）」は、原案の

とおり承認することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第３、報告第３号「専決処分の報告

について（条例改正案に関する事件の議案に係る意見の聴取につい

て）」は、原案のとおり承認することとします。 

 

日程第４、議案第１号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の制定

について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

新制度施行後の会議の在り方ですが、招集者は教育長とのことです

が、議案の提出者や座長は誰になるのですか。 

 

議案の提出者、座長とも新教育長になります。 

 

 

ほかに質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第１号「地方教育行政の組織及び運営



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

片倉教育長 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関

する規則の制定について」は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第４、議案第１号「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規

則の整理に関する規則の制定について」は、原案のとおり決定するこ

ととします。 

暫時休憩します。 

 

（午後２時４４分から午後３時まで休憩） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第５、議案第２号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令の制定

について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第２号「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理に

関する訓令の制定について」は、原案のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第５、議案第２号「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓

令の整理に関する訓令の制定について」は、原案のとおり決定するこ

ととします。 

 

日程第６、議案第３号「登米市育英資金貸付基金及び登米市浅野兄妹



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片倉教育長 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

伊藤教育総

務課長 

 

小野寺委員 

 

 

 

伊藤教育総

務課長 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

奨学資金貸付基金管理運営規則の一部を改正する規則について」を上

程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

現行は、連帯保証人は付けていなかったのですか。 

 

連帯保証人は付けていましたが、規則で明文化されていなかったこと

による改正です。 

 

連帯保証人は、独立の生計を営み、奨学金の責めを負うことができる

資力を有するものとありますが、それを確認できるものを提出するとい

うことですか。 

 

そうです。これまでも前年の所得を確認できる資料などの提出をして

もらい確認しておりました。今回、改めて明文化する改正を行うもので

す。 

 

この度の改正、第３条により奨学生の資格の条件を広げたことはいい

ことだと思います。 

 

ほかに質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第３号「登米市育英資金貸付基金及

び登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金管理運営規則の一部を改正する規

則について」は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第６、議案第３号「登米市育英資金

貸付基金及び登米市浅野兄妹奨学資金貸付基金管理運営規則の一部を

改正する規則について」は、原案のとおり決定することとします。 

 

日程第７、議案第４号「上杉奨学金貸付基金管理運営規則の一部を改



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片倉教育長 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

伊藤教育総

務課長 

 

橘委員 

 

 

 

伊藤教育総

務課長 

 

 

 

小野寺委員 

 

 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

正する規則について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

第１２条で、休学、停学などに該当するときは、届けなければならな

いとありますが、これは奨学生本人が気付かなければ、届けることがで

きないものだと思いますが。 

 

そのところにつきましては、奨学生との近況報告などのやり取りの中

で、注意をしていきたいと思います。 

 

上杉奨学金の連帯保証人が上杉先生の意向で１人ですが、未成年者の

奨学生で親権者が保証人の場合、所得要件で借りやすさがある反面、返

済する責めを負う資力を有するとの判断はどのようになりますか。 

 

上杉奨学金については、対象者が大学進学者であります。基本的には、

大学卒業後、成人となっていますが、会社等に勤められながら本人が返

済することとなります。奨学金を活用しまして、大学卒業後に就職され

て返済することを期待したいと思います。 

 

奨学生本人の異動があったときへの対応として、奨学生とコミュニケ

ーションをとっていくとのことですが、卒業してからの感想文は紹介さ

れましたが、現況届のようなものはないのですか。 

 

在学証明と一緒に毎年、近況報告の提出を受けて対応していきたいと

思います。 

 

ほかに質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第４号「上杉奨学金貸付基金管理運

営規則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

御異議がないようですので、日程第７、議案第４号「上杉奨学金貸付

基金管理運営規則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり

決定することとします。 

 

日程第８、議案第５号「登米市立学校の管理に関する規則の一部を改

正する規則について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第５号「登米市立学校の管理に関す

る規則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第８、議案第５号「登米市立学校の

管理に関する規則の一部を改正する規則について」は、原案のとおり

決定することとします。 

 

日程第９、議案第６号「登米市立学校事務共同実施協議会設置要綱の

制定について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

この設置要綱は、現在各校に１人ずつ配置している学校事務職員に影

響しますか。 

 

 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大柳学校教

育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺委員 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

この度の共同実施は、宮城県教育委員会の方針に基づいて実施するも

のです。２６年から２８年の３カ年の中で、実施体制を整備するよう指

導を受けていました。しかしながら昨年度の学校事務職員による公金事

故等を受けて、すべての市町村で２７年度から共同体制整備をするよう

指導が変わりました。 

県教育委員会では、学校事務職員の業務の効率を上げて、公金事故を

防ぐことを第一に考えています。今後、学校事務の集中配置型、分散配

置型の検証をしていく中で、集中配置型が望ましいということになれ

ば、学校事務職員の配置につきましても、検討されていくことになると

思います。 

 

第２条第１項の「その他委員」は、どのような人を想定していますか。 

 

現在、教育研究所の所長にも入っていただき、研修等について考えて

いきたいと思っています。 

 

ほかに御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第６号「登米市学校共同実施協議会

設置要綱の制定について」は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第９、議案第６号「登米市学校共同

実施協議会設置要綱の制定について」は、原案のとおり決定すること

とします。 

 

日程第１０、議案第７号「登米市立学校事務支援室運営管理規程の制

定について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

第５条の４項ですが、だんだん慣れてくると、文書持ち出しによる事



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大柳学校教

育課長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

大柳学校教

育課長 

 

故等も考えられますので、その辺に関しての対策も必要だと思います。 

これは、年に何回位集まるようになりますか。 

 

教育委員会から具体的な取組事務として、５つのグループで準備会を

立ち上げて検討をお願いしております。その検討事項の指針としまし

て、共通事務と選択事務があります。共通事務として、学校徴収金の適

正化、そして財務事務としまして予算編成事務等、それ以外は選択事務

として、グループごとにこれを実施すると効率的だというようなものを

選定して検討してもらうこととしています。集まる回数は、月２回程度

を目安としています。 

 

ほかに御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第７号「登米市学校事務支援室運営

管理規程の制定について」は、原案のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第１０、議案第７号「登米市学校事

務支援室運営管理規程の制定について」は、原案のとおり決定するこ

ととします。 

 

日程第１１、議案第８号「登米市結核対策委員会設置要綱を廃止する

訓令について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

医師会との相談、連絡はしていますか。 

 

 

結核対策委員会の中で医師会、保健所等とも協議し、同意をいただい

ております。また校長会、養護教諭の会の中でも説明を行い、同意を受

けています。県内の他の自治体の中では、仙台市を除く市の中では、７



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

佐々木生涯

学習課長 

 

畠山委員長 

 

大久保委員 

 

 

佐々木生涯

学習課長 

 

畠山委員長 

 

佐々木生涯

学習課長 

 

橘委員 

 

 

 

割方は、廃止となっています。 

 

ほかに御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第８号「登米市結核対策委員会設置

要綱を廃止する訓令について」は、原案のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第１１、議案第８号「登米市結核対

策委員会設置要綱を廃止する訓令について」は、原案のとおり決定す

ることとします。 

 

日程第１２、議案第９号「歴史学習資料館建設推進市民会議設置要綱

の制定について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

この要綱の第３条の市内学校に在籍する児童の保護者３名以内とあ

りますが、多くの学校の中からどのように委嘱するのですか。 

 

市ＰＴＡの事務局や市ＰＴＡの会長と相談しながら、選考したいと考

えています。 

 

建設場所は、登米町を前提として協議していくのですか。 

 

その予定です。 

 

 

ぜひ、市民の多くの方が足を運んでいただけるような、市外からも訪

れるように、市民会議で協議してほしいと思います。農具や民具の展示

も行う施設となりますか。 

 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木生涯

学習課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

伊藤教育総

務課長 

 

橘委員 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

ここには、展示する予定はありませんが、いろいろな企画展を行って

いきたいと思います。 

 

ほかに御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第９号「歴史学習資料館建設推進市

民会議設置要綱の制定について」は、原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第１２、議案第９号「歴史学習資料

館建設推進市民会議設置要綱の制定について」は、原案のとおり決定

することとします。 

 

日程第１３、議案第１０号「旧迫町育英資金に係る奨学生であった者

の奨学金返還免除の決定について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

現在、存命しているのですか。 

 

調査不能です。 

 

 

基金の補てんは、市の会計のどの部分から行うのですか。 

 

一般会計の中から、基金への繰り出しを行うこととなります。 

 

 

ほかに御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

片倉教育長 

 

伊藤教育総

務課長ほか 

 

畠山委員長 

 

大久保委員 

 

 

伊藤教育総

務課長 

 

大久保委員 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

御質問がないようですので、議案第１０号「旧迫町育英資金に係る奨

学生であった者の奨学金返還免除の決定について」は、原案のとおり決

定することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第１３、議案第１０号「旧迫町育英

資金に係る奨学生であった者の奨学金返還免除の決定について」は、

原案のとおり決定することとします。 

暫時休憩します。 

 

（午後４時２５分から午後４時３５分まで休憩） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第１４、議案第１１号「平成２６年度登米市一般会計補正予算に

対する意見聴取について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

伊藤教育総務課長、大柳学校教育課長、佐々木生涯学習課長より説明 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

トイレの洋式化工事ですが、夏休みや春休みなどの長期休業中でない

となかなか工事に着手できない状況ですか。 

 

長期休業を利用しての工事と考えていましたが、平日でも工事に協力

もらえる学校に対しましては、工事を進めていきたいと考えています。 

 

トイレの洋式化工事につきましては、小さく分けてもいいと思います

ので、なるべく早く完了するようお願いします。 

 

ほかに御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第１１号「登米市一般会計補正予算

に対する意見聴取について」は、原案のとおり決定することに御異議あ

りませんか。 

 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

片倉教育長 

 

伊藤教育総

務課長ほか 

 

畠山委員長 

 

大久保委員 

 

 

大柳学校教

育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

大柳学校教

育課長 

 

畠山委員長 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第１４、議案第１１号「登米市一般

会計補正予算に対する意見聴取について」は、原案のとおり決定する

こととします。 

 

日程第１５、議案第１２号「平成２７年度登米市一般会計予算に対す

る意見聴取について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別添資料に基づき説明） 

伊藤教育総務課長、大柳学校教育課長、佐々木生涯学習課長より説明 

 

説明が終わりました。御質問はありますか。 

 

１３ページの教育振興費の机、イスの更新について、地域産材を使う

という予定はありますか。 

 

地域産材を使った机を導入することにしています。ただ、地域産材を

使った場合、重くなるということがあります。メーカーのもので、机・

イスのセットで１２キログラム、地域産材の場合、ぬくもりが感じられ

て良いのですが、１キログラム位重くなります。 

このことに対し小学校の低学年では、移動するには重いという検証結

果が出てきました。 

従いまして、中学校１年から３年生までは、机の天板に天然木、登米

産材を使いまして、小学校には軽さ、扱いやすさを重視しまして、メー

カー品を使うこととしています。 

 

小学校管理運営費の減少の要因は何ですか。 

 

２６年度予算では、トイレの洋式化の工事費で、小学校分で１億９千

７百万円が計上されていました。 

 

２７年度小中学校で、児童生徒数は何人位減少になりますか。 

 

２００人位減少となります。 

 

 

各課長さんから、来年度予算に対しての感想を一言ずつお願いしたい

と思います。 



議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤教育総

務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大柳学校教

育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐々木生涯

学習課長 

 

 

 

 

 

 

大久保委員 

 

 

小野寺学校

教育管理監 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

市の予算要求の仕方が、全体的な枠配分の方式から１件審査方式に変

わりました。真に必要なものは予算付けするというものです。この中で

消耗品やスクールバスの燃料費などの説明をしまして認められたとこ

ろです。 

また、いよいよ交付税が削減されていく中で、身の丈に合った事業費

を組みなさいということで、絞り込みがされました。 

その中で電気保安業務などの保守点検で指摘を受けた事業費などが

認められています。また、非常に残念ではありますが、大規模改造事業

の石森小学校、米岡小学校につきましては、今後の事業となりました。 

給食につきましては、全幼稚園で提供してまいります。 

 

学校施設の修繕整備費が非常に厳しいというのが、１点目です。今後、

学校規模、学校の在り方を真剣に議論していかなければならない時期を

迎えたと思います。そんな厳しい中でも教室で授業に集中して、学力向

上につなげる学習用机、イスの更新事業、教え方学び方が変わってくる

だろうというタブレットの導入、学校運営形態に影響が出ると思われる

コミュニティスクールの導入、この３つ大きな取り組みが２７年度から

行われるということで、学校の在り方が抜本的に変わってくるだろうと

思われます。これらをうまく機能させていただいて、子どもたちの学力

向上等につなげてまいりたいと考えています。 

 

来年度から一括交付金が一部導入されること、指定管理施設の見直し

で多少のベースアップが図られることや体育関係では委託料の中に事

務費を計上させていただいて、委託事業が少しずつ動きつつあることが

挙げられます。 

現在、事業課である生涯学習課スタイルを、本来の業務である企画立

案に力を入れていきたいと思います。また生涯学習施設の再編整備です

が、大きな課題ととらえています。 

 

コミュニティスクールの７校というのは、手上げ方式で決定されたの

ですか。 

 

手上げ方式でしたが、８校で手が上がりまして、申し訳なかったです

が、１校は来年お願いすることとしました。 

 

ほかに御質問はありますか。 

 

（「なし」の声あり） 

  

御質問がないようですので、議案第１２号「登米市一般会計予算に対

する意見聴取について」は、原案のとおり決定することに御異議ありま

せんか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

伊藤教育総

務課長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、日程第１５、議案第１２号「登米市一般

会計予算に対する意見聴取について」は、原案のとおり決定することと

します 

 

それでは、次回の教育委員会定例会議の開催日程についてお願いしま

す。 

 

次回は、教職員人事の案件がありまして、平成２７年２月１６日（月）

の午前９時３０分開催でお願いしたいと思います。 

 

平成２７年２月１６日（月）午前９時３０分から行うことに御異議あ

りませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

御異議がないようですので、次回の会議の日程は、２月１６日（月）

午前９時３０分から行うことで決定します。 

 

閉会（午後５時５３分） 

 


